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出島処分場におけるタイヤ洗浄機の使用について 

 

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

出島処分場の受入施設出口に設置していますタイヤ洗浄機の使用について、改

めて丁寧な使用をお願い申し上げます。 

最近の施設使用状況を監視カメラ等で確認したところ、両側前後にあるガイド

への接触が多く見られます。 

強い接触により、施設の使用に支障を来たす状態となりますと、廃棄物の受入 

停止の事態を招くとともに、原因者に早急な修理をお願いすることとなりま

す。 

タイヤ洗浄機の使用の際には、しっかりと両側を確認して侵入した後、15 秒を

目安にゆっくりタイヤ洗浄部を通過していただくようお願い致します。 

また、万一、タイヤ洗浄機通過中に接触等に気づかれた場合には、速やかに管

理事務所職員に連絡してください。 
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